
大口町告示第３４号 

 

 「桜さんの何でも言ってちょ」の実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

 

  平成３０年３月３０日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



   「桜さんの何でも言ってちょ」の実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 「桜さんの何でも言ってちょ」の実施要綱（平成２２年大口町告示第７７号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「総務部秘書広報課」を「総務部政策推進課（以下「政策推進課」

という。）」に改める。 

 第４条第２項第５号及び第６号並びに第５条第１項及び第２項中「秘書広報課」

を「政策推進課」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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